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医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等
の一部を改正する法律等の施行について

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成
２２年法律第３５号。以下「改正法」という。）、医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成
２２年政令第１４０号。以下「改正政令」という。）及び医療保険制度の安定的運営を図
るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省
令（平成２２年厚生労働省令第７１号。以下「改正省令」という。）が本日公布され、一
部の内容を除き、同日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及
び主な内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村(特別
区を含む。）、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合等に周知徹底を図られたい。

記

第一 改正の趣旨

医療保険制度の安定的運営を図るため、都道府県による国民健康保険事業の運営の広
域化等を推進するための市町村に対する支援の方針の策定、国民健康保険の財政基盤の
強化、全国健康保険協会（以下「協会」という。）が管掌する健康保険に係る国庫補助
率の見直し、後期高齢者医療の保険料に係る負担軽減等の措置を講ずるものであること。

第二 改正法の主な内容

第１ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「国保法」という。）の一部
改正（改正法第１条及び附則第３条から第６条まで関係）

一 被保険者資格証明書の交付等に関する事項（国保法第９条第６項並びに第１０項
及び第１１項関係）
１ 国民健康保険の保険料（国民健康保険税を含む。以下同じ。）の滞納により被
保険者証を返還した世帯主に対し被保険者資格証明書を交付する場合において、
その世帯に属する１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被保



険者があるときは、保険者は、当該被保険者に対しては、有効期間を６月とする
被保険者証を交付すること。

２ 被保険者証に特別の有効期間を定める場合において、その世帯に属する１８歳
に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある被保険者があるときは、当該
被保険者に係る被保険者証の特別の有効期間は、６月以上としなければならない
こと。

二 指定市町村制度に関する事項（国保法第６８条の２及び第７０条第３項（改正前）
関係）
高医療費市町村に対する指定市町村制度は、廃止すること。

三 広域化等支援方針に関する事項（国保法第６８条の２（改正後）関係）
都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化

を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針（以下「広域化等支
援方針」という。）を定めることができること。
広域化等支援方針には、おおむね次に掲げる事項について定めること。
イ 国民健康保険事業の運営の安定化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に
関する基本的な事項

ロ 国民健康保険の現況及び将来の見通し
ハ 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に推進に
おいて都道府県が果たすべき役割

ニ 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険
料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保
険の財政の安定化を図るための具体的な施策

ホ ニに掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、運営の広域化又は財政の安定化を推進す
るため都道府県が必要と認める事項

都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額につい
て厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その
他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、そ
の定める広域化等支援方針において医療に要する費用の適正化その他の必要な措置
を定めるよう努めること。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、市町村の意見を聴かなければならないこと。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表するように努めるものとすること。
市町村は、国民健康保険事業の運営に当たっては、広域化等支援方針を尊重する

ように努めるものとすること。
都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施

に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対
して必要な協力を求めることができること。



四 広域化等支援基金に関する事項（国保法第６８条の３及び改正法附則第６条関係）
国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業

のほか、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施のため、
広域化等支援基金を設けることができること。
なお、改正法による改正前の国保法第７５条の２の規定による広域化等支援基金

は、改正後の国保法第６８条の３の規定による広域化等支援基金とみなされること。

五 都道府県調整交付金に関する事項（国保法第７２条の２第３項関係）
都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針（都道府県が広域化等支援方針

に定める施策を実施するため地方自治法第２４５条の４第１項の規定による勧告を
した場合にあっては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容）との整合性を確保す
るよう努めるものとすること。

六 事務の区分について（国保法第１１９条の２関係）
都道府県の広域化等支援方針に関する事務（自治事務）を新設したことに伴い、

所要の規定の整備を行うこと。

七 国民健康保険組合に対する国庫補助に関する事項（国保法附則第２２条の２関係）
平成２２年度から平成２４年度までの間、国保法第７３条第１項第１号イに規定

する組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金等の納付に要する費用に対する国庫
補助割合については、健康保険法（大正１１年法律第７０号）による健康保険事業
に要する費用に対する国庫補助割合及び国民健康保険組合の財政力を勘案し、政令
で定めるものとすること。

八 保険者支援制度の継続（国保法附則第２４条関係）
所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援する制度

（以下「保険者支援制度」という。）を継続し、平成２２年度から平成２５年度ま
での間行うこと。

九 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に関する事項（国保法附則第２
６条関係）
１ 国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）は、国民健康保険の財政
の安定化を図るため、次の（１）及び（２）の事業を継続し、平成２２年度から
平成２５年度までの間行うこと。
（１）政令で定める額以上の医療に要する費用を市町村が共同で負担することの

伴う交付金を交付する事業（以下「保険財政共同安定化事業」という。）
（２）高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担すること

に伴う交付金を交付する事業
２ 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額又は拠出金の拠出方法につい
て、都道府県が広域化等支援方針において、国民健康保険の財政の安定化を図る
ための具体的な施策として、政令で定める額又は政令で定める方法に代えて、特
別の額又は特別の方法を定めることができること。



第２ 健康保険法の一部改正（改正法第２条及び附則第７条から第９条まで関係）
一 事業報告書に係る会計監査人の監査に関する事項（健康保険法第７条の２８及び
第７条の２９関係）
協会が作成した事業報告書について、会計監査人の監査の対象を会計に関する部

分に限定することを明確にすること。

二 保険料率の上限に関する事項（健康保険法第１６０条第１項及び第１３項関係）
協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率の上

限について、１２パーセントとすること。

三 保険料等の督促及び滞納処分に関する事項（健康保険法第１８０条第１項関係）
協会が解散により消滅した健康保険組合の権利を健康保険法第２６条第４項の規

定により承継した場合であって、当該健康保険組合の保険料等で未収のものがある
ときについても、協会は期限を指定してこれを督促するものとし、同法第１８０条
第４項の滞納処分を行うことができることとすること。

四 国庫補助の特例に関する事項（健康保険法附則第５条の２関係）
協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者の療養の給

付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、平成２２年度から平成２４年
度までの間は、１６．４パーセントとすること。
また、第３の改正により後期高齢者支援金（前期高齢者納付金における後期高齢

者支援金部分を含む。）に総報酬割が導入されたことに伴い、協会が管掌する健康
保険への国庫補助の対象範囲を改め、総報酬割とする後期高齢者支援金の３分の１
については国庫補助を行わないこととすること。
これらについて、平成２２年度においては、所要の経過措置を設けること。

五 財政均衡の特例に関する事項（健康保険法附則第８条の３関係）
都道府県単位保険料率（協会が支部被保険者（各支部の都道府県に所在する適用

事業所に使用される被保険者等をいう。）を単位として決定する一般保険料率をい
う。以下同じ。）の算定に当たって、平成２２年度から平成２４年度までの間は、
毎事業年度における財政の均衡に係る特例を設けるものとすること。
また、同期間については、健康保険法第１６０条第５項に規定する５年間の収支

見通し等に代えて、平成２４年度までの間の収支見通し等を毎年度作成し、公表す
ることとすること。

第３ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療
確保法」という。）の一部改正（改正法第３条及び附則第１０条から第１７条まで
関係）

一 後期高齢者支援金の額の算定の特例等に関する事項（高齢者医療確保法附則第１
３条の２から第１３条の５まで並びに附則第１４条の３及び第１４条の４関係）
平成２２年度から平成２４年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る後期高

齢者支援金の額の算定において、その額の３分の１を被用者保険等保険者の標準報



酬総額に応じた負担とすること。これに伴い、前期高齢者納付金等の額の算定につ
いて所要の規定を設けること。

二 市町村の特別会計への繰入れ等の特例に関する事項（高齢者医療確保法附則第１
３条の６関係）
当分の間、市町村が被用者保険の被扶養者であった被保険者に対して課する保険

料の減額措置に必要な額を市町村の特別会計に繰り入れるとともに、都道府県が当
該繰入額の４分の３に相当する額を負担する措置について、当該措置が適用される
期間を延長すること。

三 財政安定化基金の特例に関する事項（高齢者医療確保法附則第１４条の２関係）
都道府県は、当分の間、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制

を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てること
ができるものとすること。

第４ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）の一部改正（改
正法第４条関係）
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を、平成３０年３月３１日までの間に延長

すること。

第５ 施行期日等
改正法は、公布の日から施行することとしたこと。ただし、第１の一及び五、第２

の四並びに第３の一は、平成２２年７月１日から施行することとしたこと。
なお、第１の一の実施に当たっては、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある被保険者に対し、速やかに被保険者証が交付されるよう特段の御配慮を
いただきたいこと。

第三 改正政令の主な内容

第１ 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正（改正政令第１
条関係）
指定市町村制度の廃止等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

第２ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４１号。以
下「算定政令」という。）の一部改正（改正政令第２条及び附則第２条関係）

一 保険財政共同安定化事業に関する事項（算定政令附則第１６条から第２０条の２
まで関係）
１ 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額について、都道府県が定める
特別の額に係る基準は、特別の額が３０万円未満であることとすること。

２ 保険財政共同安定化事業の対象となる医療費の額について、都道府県が特別の
額を定めた場合、各連合会が会員市町村に交付する交付金の額は、当該会員市町



村の被保険者が同一の月にそれぞれの病院等について受けた療養に係る費用の額
が特別の額を超えるものの８０万円までの部分の額の合算額に給付率（前年度の
１月１日から当該年度の１２月３１日までの間におけるすべての会員市町村の一
般被保険者に係る保険給付費の合算額を同期間におけるすべての会員市町村の一
般被保険者に係る医療に要する費用の額の合算額で除して得た率をいう。）を乗
じて得た額に、百分の五十九を乗じて得た額（以下「保険財政共同安定化事業基
準拠出対象額」という。）とすること。

３ 保険財政共同安定化事業拠出金の拠出方法について、都道府県が定める特別の
方法に係る基準は、以下のとおりとすること。
① 保険財政共同安定化事業拠出金の額を次に掲げる額の合算額とすること。
イ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の
合計額に基準割合を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険
者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を
乗じて得た額

ロ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の
合計額に一から基準割合を控除した割合を乗じて得た額に、各会員市町村の
前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化
事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二
箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算
した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額

② ①のイに掲げる額については、都道府県が必要と認めるときは、次に掲げる
額の合算額とすること。
イ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の
合計額に基準割合を乗じて得た額に被保険者拠出割合を乗じて得た額に、前
々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被
保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額

ロ 当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の
合計額に基準割合を乗じて得た額に一から被保険者拠出割合を控除した割合
を乗じて得た額に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の所得の合計額
を前々年度の会員市町村の一般被保険者の所得の合計額で除して得た率を乗
じて得た額

③ 基準割合は、二分の一以上の割合とすること。
④ 被保険者拠出割合は、一般被保険者の所得及び一般被保険者の数の会員市町
村間における格差を勘案して定める割合とすること。

二 その他
指定市町村制度の廃止、保険者支援制度の継続等に伴い、所要の規定の整備を行

うこと。

第２ 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正（改正政令第３条関
係）
協会において、平成２２年度から平成２４年度までの各事業年度ごとに短期借入



金の償還に要する費用の額に充てる額を定めること。

第３ 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成
１９年政令第３２５号）の一部改正（改正政令第４条）
都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して交付する交付金について財政安定化

基金を充当できる限度額を、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残
高及び当該年度において都道府県が高齢者医療確保法第１１６条第５項の規定によ
り財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安
定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から
基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額とすること。

第４ 健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成２１年政令第６３号）の一部改正
（改正政令第６条）
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を延長することに伴い、所要の規定の整

備等を行うこと。

第５ 施行期日
改正政令は、公布の日から施行することとしたこと。

第四 改正省令の主な内容

第１ 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。以下「国保規則」とい
う。）の一部改正（改正省令第１条関係）
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、医療給付費の見込額が、

年齢階層別の被保険者の分布状況に応じて算定される全国平均の医療給付費の見込
額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであって、当該医療給付費の見込額
が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものに
ついて、その医療に要する費用が著しく多額であると認めるものとすること。（国
保規則第３２条の８関係）

第２ 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令（昭和４７年厚生
省令第１１号。以下「事務費省令」という。）の一部改正（改正省令第２条関係）
保険財政共同安定化事業拠出金の拠出方法として、一般被保険者の所得に応じた

按分方法（第三の第２の一の３の②のロ）を導入する場合における各会員市町村の
一般被保険者の所得の合計額は、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関す
る省令（昭和３８年厚生省令第１０号）第５条第１項第１号ロに規定する基礎控除
後の総所得金額等の合計額とすること。（事務費省令第７条の２関係）

第３ 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令（以下「調交省令」とい
う。）の一部改正（改正省令第３条関係）



一 特別調整交付金に関する事項（調交省令第６条第２号及び附則第７条の２関係）
国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項又は地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減
額（国民健康保険法施行令第２９条の７の２第１項の規定により読み替えられた同
令第２９条の７第５項又は地方税法第７０３条の５の２第１項の規定により読み替
えられた同法第７０３条の５の規定による減額をいう。以下同じ。）した場合、次
に掲げる額の合算額を特別調整交付金として交付すること。
イ 前年度における、一人当たり保険料調定額に特例対象被保険者等の世帯に属す
る被保険者（保険料を減額された被保険者に限る。以下「特例対象者」という。）
の数を乗じて得た額から、国保法第７２条の３第１項の規定による繰入金のうち
特例対象者に係る額及び特例対象者に賦課された保険料の額を控除した額に十二
分の三を乗じて得た額

ロ 当該年度における、一人当たり保険料調定額に特例対象者の数を乗じて得た額
から、国保法第７２条の３第１項の規定による繰入金のうち特例対象者に係る額
及び特例対象者に賦課された保険料の額を控除した額に十二分の九を乗じて得た
額
なお、平成２２年度から平成２５年度までの間においては、イ及びロにおいて「第

７２条の３第１項」とあるのは、「第７２条の３第１項及び附則第２４条第１項」
とすること。

二 調整交付金の額の算定等に関する特例に関する事項（調交省令第７条関係）
当該市町村の属する都道府県において、当該都道府県が定める広域化等支援方針

において国保法第６８条の２第２項第４号に掲げる事項として保険料の納付状況の
改善に関して必要な措置を定めていると厚生労働大臣が認める場合には、当該市町
村については、収納率に応じた普通調整交付金の額の調整を行わないこと。

第４ 健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）の一部改正（改正省令第５
条及び附則第２条関係）
健康保険法施行令附則第９条の規定に基づき、協会において、平成２２年度から

平成２４年度までの各事業年度ごとに短期借入金の償還に要する費用の額に充てる
額を定めること。
これについて、平成２２年度においては、所要の経過措置を設けること。

第５ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定
等に関する省令（平成１９年厚生労働省令第１４０号）の一部改正（改正省令第６
条関係）
改正法第３条において、当分の間、市町村が被用者保険の被扶養者であった被保

険者に対して課する保険料の減額措置に必要な額を市町村の特別会計に繰り入れる
とともに、都道府県が当該繰入額の４分の３に相当する額を負担する措置について、
当該措置が適用される期間を延長することとされたことに伴い、所要の規定の整理
を行うこと。



第６ 健康保険法施行規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第５０号）
の一部改正（改正省令第８条関係）
都道府県単位保険料率の調整を行う期限を延長することに伴い、所要の規定の整

備等を行うこと。

第７ 施行期日
改正省令は、公布の日から施行することとしたこと。


